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ベビニョン 

公園整備予定箇所 ↓ 

今年度は    の箇所に公園の敷地を整備します。 

 

梅雨の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 皆様には本事業に対し多大なるご理解とご協力を賜っておりますこ

とに心から感謝申し上げます。 

 さて、令和 5 年度末までの事業進捗率は 89.6%(事業費ベース)とな

りました。令和 6 年度の事業予定箇所は上の写真のとおりです。 

 ただし、現時点での計画であるため、場合により事業箇所が変更にな

る可能性があります。 

なお今年度は引き続き、区画道路築造や宅地整地等の工事を行ってま

いります。工事施工中は皆様に何かとご迷惑をおかけしますが、今後と

もご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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◇◆◇◆事業実施進捗状況◇◆◇◆ 

令和５年度末の進捗率  89.6％ (事業費ベース) 
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令和 6 年度事業予定箇所 
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共有名義の土地の換地例  
私
道
な
ど
、
複
数
の
所
有
者
が
い
る
共
有
地
を
、
所
有
者
が
１
名
で
あ
る

単
有
地
に
分
割
す
る
場
合
は
、
次
の
ケ
ー
ス
Ⅰ
～
ケ
ー
ス
Ⅲ
の
よ
う
に
時
期

に
よ
っ
て
必
要
な
作
業
が
異
な
り
ま
す
。 

境
界
立
会
、
現
地
測
量
、
分
筆
、
持
分
移
転
の
作
業
が
必
要
で
す
。 

 

分
筆
、
持
分
移
転
の
作
業
が
必
要
で
す
。 

仮
換
地
指
定
が
さ
れ
た
場
合
、
鹿
児
島
市
が
所
有
す
る
「
現
況
公
図
調
整 

図
」
を
用
い
て
作
成
さ
れ
た
図
面
を
も
と
に
、
土
地
の
分
筆
を
行
う
こ
と
が 

で
き
ま
す
。
こ
の
た
め
、
境
界
立
会
、
現
地
測
量
は
不
要
で
す
。 

持
分
移
転
の
作
業
が
必
要
で
す
。 

 

換
地
処
分
に
よ
り
、
換
地
に
新
た
な
地
番
が
つ
く
た
め
、
分
筆
は
不
要
に

な
り
ま
す
が
、
土
地
の
名
義
は
共
有
名
義
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
持
分
移
転

(

お
互
い
の
持
分
を
放
棄
し
て
単
有
名
義
に
す
る
方
法)

が
必
要
で
す
。 

 

※
な
お
、
鹿
児
島
市
で
は
名
義
変
更
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 

※
当
地
区
は
、
現
在
ケ
ー
ス
Ⅱ
、
換
地
処
分
後
は
ケ
ー
ス
Ⅲ
と
な
り
ま
す
。 

    

         

仮
換
地
指
定
を
受
け
て
い
る
土
地
の
分
筆
登
記
に
つ
い
て
は
、
事
前
に 

 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
で
あ
る
鹿
児
島
市
と
の
協
議
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
従
前
地
の
区
画
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
（
現
地
で
従
前
地
を
復
元

で
き
な
い
場
合
）
で
も
分
筆
登
記
が
可
能
で
す
が
、
区
画
が
明
ら
か
で
あ
る

場
合
と
手
続
き
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

な
お
、
分
筆
登
記
に
あ
た
り
必
要
に
な
る
地
積
測
量
図
の
作
成
等
に
つ
い

て
は
、
専
門
的
な
知
識
を
要
し
ま
す
の
で
、
当
該
手
続
き
を
土
地
家
屋
調
査

士
な
ど
の
有
資
格
者
に
委
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
あ
わ
せ
て
ご
検
討
く

だ
さ
い
。 

・
従
前
地
の
区
画
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合 

 

鹿
児
島
市
と
事
前
に
協
議
の
う
え
、
実
測
し
て
分
筆
登
記
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

・
従
前
地
の
区
画
が
明
ら
か
で
な
い
場
合 

 

現
地
で
従
前
地
を
復
元
で
き
な
い
土
地
に
つ
い
て
は
、
鹿
児
島
市
の
保
管

す
る
図
面
を
も
と
に
従
前
地
の
分
筆
登
記
が
可
能
で
す
。 

 

※
分
筆
登
記
に
要
す
る
費
用
（
登
録
免
許
税
や
土
地
家
屋
調
査
士
へ
の
報
酬

な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。 

 

  

当
区
画
整
理
区
域
内
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
事
項
が
あ
る
場
合
は
、
郡

山
区
画
整
理
事
務
所
ま
で
届
け
出
、
申
請
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

ご
不
明
な
点
は
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

「
届
出
」 

①
所
有
権
が
移
転
し
た
場
合 

 
 

 

〈
所
有
権
移
転
届
出
書
〉 

②
住
所
・
氏
名
が
変
わ
っ
た
場
合 

 
〈
住
所
氏
名
変
更
届
出
書
〉 

③
代
理
人
を
定
め
た
場
合 

 
 

 
 

〈
代
理
人
選
任
届
出
書
〉 

④
所
有
者
の
代
表
者
を
定
め
た
場
合 

〈
所
有
者
の
代
表
者
選
任
届
出
書
〉 

⑤
相
続
人
の
代
表
者
を
定
め
た
場
合 

〈
相
続
人
の
代
表
者
選
任
届
出
書
〉 

⑥
借
地
権
の
申
告
を
す
る
場
合 

 
 

〈
借
地
権
申
告
書
〉 

 

「
許
可
申
請
」 

 

建
築
物
及
び
工
作
物
の
新
築
や
増
・
改
築
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
ま
た

は
移
動
の
容
易
で
な
い
物
件
の
設
置
・
堆
積
を
行
う
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
土
地
区
画
整
理
法
第
７
６
条
に
基
づ
く
許
可
申
請
】 

使
用
収
益
を
開
始
し
た
仮
換
地
に
お
い
て
、
雑
草
が
繁
茂
し
、
衛
生
面
や

景
観
上
で
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
っ
た
声
が
市
民
の
方
か
ら
寄
せ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

本
市
が
管
理
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
年
２
回
草
刈
り
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
が
、
す
で
に
使
用
収
益
を
開
始
し
た
仮
換
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
所
有

者
の
方
に
維
持
管
理
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

現
在
、
使
用
し
て
い
な
い
仮
換
地
を
お
持
ち
の
方
は
、
草
刈
り
等
の
適
切

な
維
持
管
理
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

B 
C 

① 

 

換
地
処
分
後
の
場
合 

整理後 

整理前 

○
皆
さ
ま
へ
の
お
願
い 

C 

② 

ケ
ー
ス
Ⅲ 

道 

路 

C 

A B 

A と B の共有地 C 

持分 A: 1/2   B: 1/2 

【お問い合わせ先】 

 

鹿児島市 建設局 都市計画部 

 区画整理課 郡山区画整理事務所 

〒891-1192 

  鹿児島市郡山町 141 番地(郡山支所 2 階) 

TEL : 099-298-4863 (直通) 

FAX : 099-298-2835 

Email : korikukaku@city.kagoshima.lg.jp 

 

   草刈り前（イメージ） 

○
共
有
地
分
割
に
つ
い
て 

仮
換
地
指
定
前
の
場
合 

仮
換
地
指
定
後
〜
換
地
処
分
前
の
場
合 

ケ
ー
ス
Ⅱ 

○
仮
換
地
指
定
を
受
け
て
い
る
土
地
の 

分
筆
手
続
き
に
つ
い
て 

○
仮
換
地
の
使
用
収
益
開
始
後
の 

維
持
管
理
に
つ
い
て 

 
 

 

道 路 

ケ
ー
ス
Ⅰ 

 

    草刈り後（イメージ） 

 

A と B の共有地 

持分に応じて 

仮換地面積を分割 

A 

A と B の共有地 

※ただし、共有名義のままです。 
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